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６・１定   陳情第６号 

受 付 年 月 日 ６． ３．１２ 付 託 委 員 会 議会運営 

提  出  者 
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●● ●● 

紹 介 議 員  － 

提 出 者 か ら の 説 明 希 望 の 有 無 有 ・ 無 

件   名   と   要   旨 

 

（件 名）  

旭川市議会における国旗掲揚について 

 

（要 旨） 

 旭川市議会の議場には，現在，国旗（以下「日の丸」という。）の掲揚は行われていないが，日

の丸の掲揚を求める陳情第２号が議会運営委員会で審査中となっている。 

日の丸は明治以来の日本の侵略戦争と植民地支配の象徴である。日本軍が占領した土地に真っ

先に立てられた旗が日の丸である。 

また，日の丸を掲揚することは，憲法第１９条で保障された「思想及び良心の自由」に反する

ものである。 

 以上の趣旨から，次の事項について陳情する。 

 

陳情事項 

１ 旭川市議会議場に日の丸を掲揚しないこと。 

 


